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岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

岐阜県障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業 

補助金（仮称）の概要について 

 

平素より、県の障がい福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、県では、新型コロナウイルス感染症に対するかかり増し経費について、令和３年４

月から９月まで実施されていた障害福祉サービス報酬の特例的な０．１％加算が終了したこ

とに伴い、令和３年１０月から１２月の間に発生したかかり増し経費に対する補助事業を下

記のとおり事業実施予定としますので、概要についてお知らせします。 

なお、申請手続等の詳細については令和３年１２月中に改めて周知いたします。 

 

 

１ 補助対象経費 

 ・令和３年１０月１日から同年１２月３１日までに購入した衛生用品（マスク、手袋、消

毒液等）又は感染症対策に要する備品（パーテーション及びパルスオキシメーター）の

購入費用 

 ・補助率や補助上限額等については、後日詳細をお知らせします。 

 

２ 申請方法 

 ・所定の申請様式ファイルを、岐阜県国民健康保険団体連合会における「障害者総合支援

電子請求受付システム」にアップロード。 

・また、申請にあたっては、事業所の開設者（法人）が岐阜県内に所在する障害福祉サービ

ス施設・事業所等を全て取りまとめの上、一括して申請いただきます。 

 

３ 申請期間 

  令和４年１月４日（火）午前９時から令和４年１月３１日午後５時（月）まで（予定） 

 

 



４ 問合せ先 

 （１）制度概要について（補助対象物品、補助対象施設等の制度全般について） 

  ・厚生労働省コールセンター 

   ０３－５２５３－１１１１（内線３６９８、３６９９） 

受付時間は平日午前９時から午後５時まで 

 

 （２）インターネット申請の方法について 

  ・国民健康保険中央会コールセンター 

   ０５７０－０５９－４０３ 

   受付時間は平日午前１０時から午後８時まで 

 

 （３）申請書の記載方法、申請スケジュール等について 

  ・岐阜県においてコールセンターを設置予定 

   ※詳細については、後日ご案内します。 

 

５ 過去の関連お知らせ 

 ・令和３年９月２９日付け障第１３５４号「「感染防止対策の継続支援」の周知について」 

・令和３年１１月８日付け「「感染防止対策の継続支援」の追加周知について」 

 

 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課事業所指導係 

係 長 若 原 担 当 森 

ＴＥＬ 

058-272-8302  

※当該補助金申請等に係るお問い合

わせは県コールセンター設置後に

お願いします。 


